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令和５年東郷町教育委員会１２月定例会 

日時 令和５年１２月２５日（月） 午後１時３０分 開会 

              午後２時０６分 閉会 

場所 東郷町役場 ２階第４会議室 

出席委員 教 育 長 中根 一郎 

教 育 長 職 務 代 理 者 加藤 逸男 

委 員 山田 美登 

委   員 近藤 覚 

委   員 髙坂 智子 

欠席委員  なし 

説明のた

めに出席

した職員

の氏名 

部長兼給食センター所長事務取扱 樋口 美紀 

参    事 田中 秀和   学校教育課長 山本 康広 

生涯学習課長 渡辺 直秀     

 

会議録作成職員 学校教育課長 山本 康広 

会議録署名委員 中根教育長 山田委員 

教育長の報告 ⑴ 校長への指導事項等について 

報告事項 ⑴ 12月校長会について（学校教育課） 

⑵ 後援名義の使用許可について（学校教育課）  

⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について（学校教育課） 

議題 議案第42号 後援名義の使用許可について（学校教育課） 

傍聴者 なし 
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部長 定刻となりましたので、ただいまから東郷町教育委員会 12 月定例会を開会

します。 

会議の進行につきましては、教育長からお願いします。 

教育長 それでは会議を進めてまいります。 

会議の日程につきましては、お手元に配付した議事日程のとおりです。 

日程第１、会議録作成職員を指名します。学校教育課長を指名します。 

次に日程第２、会議録署名委員を指名します。わたくし教育長と山田委員を

指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員 全員異議なし 

教育長 異議なしとのことですので、12 月定例会の会議録署名委員は、わたくし教

育長と山田委員とさせていただきます。 

次に日程第３、教育長の報告です。 

教育長 本日の報告は、資料はございせんが、12 月５日の校長会では、先日、半田市

の中学校で女子生徒が男子生徒をナイフで切り付ける事件がありました。幸い

軽傷でよかったですが、毎日、子どもたちの様子をよく見ておくようにお願い

しました。 

次に、12 月２日の土曜日にあいち駅伝が行われ、東郷町は町村の部で４位で

した。また、翌日の 12 月３日の日曜日には音楽祭 in とうごうもあり、子ども

たちは頑張ってくれました。来場・応援いただきました先生方にお礼を伝えま

した。 

11 月 17 日と 18 日は、春木台小学校、音貝小学校の修学旅行でした。お疲れ

様でしたとお伝えしました。 

次に、町長のパワハラ・セクハラの件です。 

全国的に不名誉なニュースが広まっておりまして先生方や子どもたちにも

大変ご迷惑や悪影響があるのではと心配していることと、謝罪をしました。ま

た、学校、子どもたちに町長のパワハラによる影響事案等がありましたら、会

議後、事務局に報告するようお願いしました。 

このような状況なので、今後の町長の出席する行事については、大幅に変更

します。成人式は、町長は出席しません。卒業式は、教育委員会の告辞のみで、

町長と議長は、メッセージを貼り出す対応とします。 

最後に インフルエンザ、コロナに気を付けて体調管理を万全に、２学期を

終えられるようにと伝えました。 

さらに、年末年始は飲酒の機会が増えると思いますので、飲酒運転等や交通

事故がないよう先生方に指導をお願いしました。 

以上で校長会の報告を終わります。 

教育長  以上で 教育長からの報告を終わります。 

質問がありましたらお願いします。 

委員  副町長も式典に出席しないのですか。 

教育長  出席しません。 
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教育長 ほかに質問もないようですので、以上で教育長の報告を終わります。 

次に、日程第４、報告事項に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

参事 ⑴ 12 月校長会について 

12 月初めから中旬にかけて、全ての小中学校において、個人懇談会を実施し

ました。    

子どもたち一人一人が、前向きに、学校生活や家庭生活を送ることができる

ように、教員からは児童生徒の学校の様子を、保護者からは我が子の家庭での

様子を伝え合い、お互いに情報共有をしました。中学校３年生については、卒

業後の進路についても、確認をし合いました。 

先週末の 12 月 22 日（金）が２学期の最終登校日であり、現在は約２週間の

冬休みに入っています。児童生徒たちには、冬休み中も健康管理に気を付けさ

せて、充実した生活を送ってもらうことで、３学期もまた、元気に、学校へ顔

を出してもらいたいと思います。 

スクールソーシャルワーカーが、各学校に行き、保護者や児童生徒との相談

活動に取り組んでいます。どの学校においても、多くの方々から相談を受けて

おり、大活躍しております。 

冬休み中にはスクールソーシャルワーカーによる電話相談を行います。今年

度は２学期最終日の 12 月 22 日（金）と、冬休みに入った 12 月 25 日（月）と、 

冬休みが終わる１月５日（金）と、 ３学期初日の１月９日（火）の４日間、電

話相談を実施する予定です。電話相談を実施することによって、冬休み中の保

護者や児童生徒の悩みや不安を少しでも解消していければと思います。 

教職員の 11 月の在校時間については、80 時間超が、小学校で０名、中学校

で１名でした。100 時間超は、小学校、中学校ともに一人もいませんでした。 

10 月の在校時間が、80 時間超が小学校で４名、中学校で７名であったことに

比べると、11 月は、在校時間が長い教員数が、先月よりも減っています。 

これは、運動会や体育大会、修学旅行や文化祭などの大きな行事が 10 月で終

わった学校が多かったことと、平日の部活動の活動時間が、11 月に入って、短

くなったことが挙げられます。今後も、無理のない働き方改革を進めることで、

教職員の健康管理にも、引き続き、気を付けていきたいと思います。 

 12 月の報告は、以上です。 

学校教育課長 ⑵ 後援名義の使用許可について 

資料は１ページをお願いします。 

令和５年 11 月 21 日から令和５年 12 月 18 日までに申請のあった件数は、資

料のとおり２件です。 

過去に許可したものと同様の内容でした。 

学校教育課長 ⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について 

資料は 10 ページになります。 

令和５年 11 月 21 日から令和５年 12 月 19 日までに申請があり、 

前回報告の 220 件から、新規認定３件、取消０件で、認定者の 223 件となり
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ました。 

昨年同時期と比較すると 16 件の増加です。 

今回新規認定の３件ですが、全て新規申請の方でした。 

新規認定の内訳は、母子家庭による収入が少ない家庭は３件（２世帯）でし

た。 

また、現在の認定者 223 件のうち、要保護は２件、準要保護が 221 件です。 

教育長  ただいま、事務局から説明がありましたが、質問がありましたらお願いしま

す。 

委員 後援名義の使用許可の食育イベントについて、過去に許可したイベントとい

うことでよろしいでしょうか。 

学校教育課長 はい。そのとおりです。 

委員 過去活動状況に 1,500 人前後が参加とあり、大きなイベントだったと思いま

すが、具体的にどのようなことを行っていたのでしょうか。 

学校教育課長 昨年度の実績報告書を見ますと、ハウジングセンターの入場者数が、それぐ

らいの人数となっています。 

委員 イベント単体の参加者ではないのですね。 

委員 後援しなくても良いのではないかと思えてしまうのですが。 

委員 後援をして後押しをしているのだから、来られた方が実際どのようなことを

しているのかが気になります。 

委員 資料には体験コーナーとあるので、そのようなことが行われていたのでしょ

うね。 

委員 入場料は無料となっていますが、各コーナーも無料だったのでしょうか。有

料だと、後援の許可がされないのでしょうか。 

教育長 有料でも問題はありません。 

委員 集客のために教育委員会の名を使われるのは、あまり良いイメージではない

ので、気になります。 

委員 教育部として、状況を見に行くことはありますか。書類審査だけで後援しま

すということになっているのでしょうか。 

学校教育課長 書類を受けとる際に、ヒアリングを行い、後援に値するものか確認をしてい

ます。 

教育長 参加者にアンケート調査をするのであれば、参加者の意見を教えていただく

ようお願いしてください。 

学校教育課長 はい。かしこまりました。 

教育長 ほかに質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

次に日程第５、議題に入ります。 

議案42号 後援名義の使用許可について、事務局の説明をお願いします。 

学校教育課長 それでは、議案第42号について説明させていただきます。資料11ページをお

願いします。 

議案第42号 後援名義の使用許可について 
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後援名義について、下記のとおり申請があり、事業内容が教育の振興に寄与

すると認められるため、使用を許可するものとする。 

１ 主催者 

  パパママキャンパス 

２ 事業名 

キッズマネースクール おみせやさんごっこ～はたらくってなーに？～ 

３ 実施日 

  令和６年３月９日（土） 

４ 会場 

カネヨシプレイス（みよし市勤労文化会館） 

この案を提出するのは、後援名義の使用申請を審査するため、必要があるか

らである。 

資料16ページをお開きください。 

事業概要書になります。事業概要は、幼少期からの金銭教育は、子供が将来、

世の中を生き抜く力を育成するのに非常に重要と考えております。そしてこれ

らを行う事は社会貢献になると思い、この事業を始めることを決めました。キ

ッズマネースクールは、お金の歴史や、外国のお金について学び、おみせやさ

んごっこを通じて働くことの大変さ、喜びを知っていただき、親子で楽しくお

金について学べる企画です。子ども達のワーク中、親御さん向けのミニセミナ

ーも実施し、子育て世代のパパ・ママの生き抜く力の育成にも貢献します。と

いう内容でございます。 

事業対象は、東郷町・みよし市内在住の４歳から１０歳のお子様と保護者様

です。 

なお、入場料は無料となっております。 

教育長 説明が終わりましたので、議案第42号について審議をお願いします。 

委員  小学校にチラシを持参又は郵送してPRすると資料に書いてありますが、学校

に届けられたかどうかを、確認するのでしょうか。 

学校教育課長  概要書にはこのように書かれていますが、PR方法については学校教育課でコ

ントロールしていますので、確認できます。 

委員  別件になりますが、町内において、小さなお子さんが、お金に関して何かト

ラブルを起こしたとういうことはありますか。 

参事  町内小中学校で起こったという話は聞いたことはありませんが、お金の貸し

借りでのトラブルなど、小さなことはあるかもしれません。ただ、金銭教育は

必要な教育ですので、このようなイベントはありがたく思います。 

教育長 ほかに質問もないようですので、採決に入ります。 

議案第42号を原案のとおり可決することに、賛成の方の挙手を求めます。 

委員 全員挙手 

教育長 全員賛成ですので、議案第42号については、原案のとおり可決します。 

12月定例会の日程は、これですべて終了しました。 

これをもちまして、閉会といたします。それでは、事務局にお返しします。 
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